
JP 5371682 B2 2013.12.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入してフレームレートを変換する画像
処理装置であって、
　入力された映像から文字の領域及び該文字の動きを検出する第１の検出手段と、
　入力された映像を複数のブロックに分割し、前記ブロック毎の動きベクトルを検出する
第２の検出手段と、
　前記第２の検出手段により検出された前記動きベクトルを用いて前記補間フレームを生
成する生成手段と、
を有し、
　前記生成手段は、前記第１の検出手段により文字の領域が検出された場合に、前記文字
の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして該文字の動き
に基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレーム生成処理と、前記文字の動きが検出さ
れたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして前記第２の検出手段で検出さ
れた動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生成処理とを、一又は複数の補間フレーム
の生成毎に切り替える
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記第１の検出手段により検出された文字の動きに応じて、第１の補
間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処理との切り替えを制御する請求項１に記
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載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記第１の検出手段により垂直方向に動く文字の領域が検出された場
合に、前記第１の補間フレーム生成処理と前記第２の補間フレーム生成処理とを交互に行
い、それ以外の場合には、前記第１の補間フレーム生成処理または前記第２の補間フレー
ム生成処理を行う
ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記第１の検出手段により垂直方向以外の方向に動く文字の領域が検
出された場合に、補間フレームにおける文字の乱れと背景の乱れとのどちらを小さくする
かに応じて、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処理とのどちらを行
うかを選択する請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入してフレームレートを変換する画像
処理装置が行う画像処理方法であって、
　入力された映像から文字の領域及び該文字の動きを検出する第１の検出ステップと、
　入力された映像を複数のブロックに分割し、前記ブロック毎の動きベクトルを検出する
第２の検出ステップと、
　前記第２の検出ステップで検出された前記動きベクトルを用いて前記補間フレームを生
成する生成ステップと、を有し、
　前記生成ステップでは、前記第１の検出ステップにより文字の領域が検出された場合に
、前記文字の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして該
文字の動きに基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレーム生成処理と、前記文字の動
きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして前記第２の検出ス
テップで検出された動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生成処理とを、一又は複数
の補間フレームの生成毎に切り替える
ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　前記生成ステップでは、前記第１の検出ステップで検出された文字の動きに応じて、第
１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処理との切り替えを制御する請求項
５に記載の画像処理方法。
【請求項７】
　前記生成ステップでは、前記第１の検出ステップにより垂直方向に動く文字の領域が検
出された場合に、前記第１の補間フレーム生成処理と前記第２の補間フレーム生成処理と
を交互に行い、それ以外の場合には、前記第１の補間フレーム生成処理または前記第２の
補間フレーム生成処理を行う
ことを特徴とする請求項６に記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記生成ステップでは、前記第１の検出ステップにより垂直方向以外の方向に動く文字
の領域が検出された場合に、補間フレームにおける文字の乱れと背景の乱れとのどちらを
小さくするかに応じて、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処理との
どちらを行うかを選択する請求項７に記載の画像処理方法。
【請求項９】
　入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入してフレームレートを変換する画像
処理装置であって、
　入力された映像から文字の領域及び該文字の動きを検出する第１の検出手段と、
　入力された映像を複数のブロックに分割し、前記ブロック毎の動きベクトルを検出する
第２の検出手段と、
　前記第２の検出手段により検出された前記動きベクトルを用いて前記補間フレームを生
成する生成手段と、
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を有し、
　前記生成手段は、前記第１の検出手段により文字の領域が検出された場合に、前記文字
の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして該文字の動き
に基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレーム生成処理と、前記文字の動きが検出さ
れたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして前記第２の検出手段で検出さ
れた動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生成処理とを切り替える
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入してフレームレートを変換する画像
処理装置が行う画像処理方法であって、
　入力された映像から文字の領域及び該文字の動きを検出する第１の検出ステップと、
　入力された映像を複数のブロックに分割し、前記ブロック毎の動きベクトルを検出する
第２の検出ステップと、
　前記第２の検出ステップで検出された前記動きベクトルを用いて前記補間フレームを生
成する生成ステップと、を有し、
　前記生成ステップでは、前記第１の検出ステップにより文字の領域が検出された場合に
、前記文字の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして該
文字の動きに基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレーム生成処理と、前記文字の動
きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして前記第２の検出ス
テップで検出された動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生成処理とを切り替える
ことを特徴とする画像処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置及び画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力された映像の時間的に連続する２つのフレーム間の動き情報（動きベクトル）を検
出して、それらのフレーム間を補間する補間フレームを生成することで、入力映像のフレ
ームレートを高める技術がある（フレームレート変換処理）。補間フレームを生成する場
合には、入力された映像を複数のブロックに分割し、ブロック毎の動きベクトルが検出さ
れる。そして、検出された動きベクトルを用いて補間フレームが生成される。このような
技術を用いれば、映像中の動きを滑らかに表現することができる。
【０００３】
　また、映像にテロップが含まれる場合、視聴者はテロップに注目する可能性が高い。そ
のため、補間フレームを生成してテロップを滑らかに表示することにより、大きな効果が
期待できる。特許文献１には、映像からテロップの領域を検出し、テロップの領域に対応
するブロックの動きベクトルとして該テロップの動きに基づく動きベクトルを用いた補間
フレームの生成（補間フレーム生成処理）を行う技術が開示されている。特許文献１に開
示の技術によれば、テロップを滑らかに表示することができる。
【０００４】
　しかしながら、テロップの領域に対応するブロックは、テロップとテロップではない映
像（以後、背景と呼ぶ）とを含んでいる場合が多く、さらに、テロップと背景とでは動き
が異なる場合が多い。そのため、そのようなブロックの動きベクトルとしてテロップの動
きに基づく動きベクトルを用いると、背景がテロップの動きに引きずられてしまい、生成
した補間フレームの画像において背景が乱れてしまう。また、背景の動きに基づく動きベ
クトルを用いるとテロップが乱れてしまう。即ち、テロップの領域に対応するブロックの
動きベクトルとして、背景の動きに基づく動きベクトルとテロップの動きに基づく動きベ
クトルのどちらを用いたとしても画質が劣化してしまう。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１０７７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、テロップの領域での画質の劣化が抑制されたフレームレート変換処
理を行うことのできる画像処理装置及び画像処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の画像処理装置は、入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入してフレ
ームレートを変換する画像処理装置であって、入力された映像から文字の領域及び該文字
の動きを検出する第１の検出手段と、入力された映像を複数のブロックに分割し、ブロッ
ク毎の動きベクトルを検出する第２の検出手段と、第２の検出手段により検出された動き
ベクトルを用いて補間フレームを生成する生成手段と、を有し、生成手段は、第１の検出
手段により文字の領域が検出された場合に、文字の動きが検出されたブロック及びその周
囲のブロックの動きベクトルとして該文字の動きに基づく動きベクトルを用いた第１の補
間フレーム生成処理と、文字の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動き
ベクトルとして第２の検出手段で検出された動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生
成処理とを、一又は複数の補間フレームの生成毎に切り替えることを特徴とする。
　また、本発明の画像処理装置は、入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入し
てフレームレートを変換する画像処理装置であって、入力された映像から文字の領域及び
該文字の動きを検出する第１の検出手段と、入力された映像を複数のブロックに分割し、
前記ブロック毎の動きベクトルを検出する第２の検出手段と、前記第２の検出手段により
検出された前記動きベクトルを用いて前記補間フレームを生成する生成手段と、を有し、
前記生成手段は、前記第１の検出手段により文字の領域が検出された場合に、前記文字の
動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして該文字の動きに
基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレーム生成処理と、前記文字の動きが検出され
たブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして前記第２の検出手段で検出され
た動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生成処理とを切り替えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の画像処理方法は、入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入してフレ
ームレートを変換する画像処理装置が行う画像処理方法であって、入力された映像から文
字の領域及び該文字の動きを検出する第１の検出ステップと、入力された映像を複数のブ
ロックに分割し、ブロック毎の動きベクトルを検出する第２の検出ステップと、第２の検
出ステップで検出された動きベクトルを用いて補間フレームを生成する生成ステップと、
を有し、生成ステップでは、第１の検出ステップにより文字の領域が検出された場合に、
文字の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして該文字の
動きに基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレーム生成処理と、文字の動きが検出さ
れたブロック及びその周囲のブロックの動きベクトルとして第２の検出ステップで検出さ
れた動きベクトルを用いた第２の補間フレーム生成処理とを、一又は複数の補間フレーム
の生成毎に切り替えることを特徴とする。
　また、本発明の画像処理方法は、入力された映像のフレーム間に補間フレームを挿入し
てフレームレートを変換する画像処理装置が行う画像処理方法であって、入力された映像
から文字の領域及び該文字の動きを検出する第１の検出ステップと、入力された映像を複
数のブロックに分割し、前記ブロック毎の動きベクトルを検出する第２の検出ステップと
、前記第２の検出ステップで検出された前記動きベクトルを用いて前記補間フレームを生
成する生成ステップと、を有し、前記生成ステップでは、前記第１の検出ステップにより
文字の領域が検出された場合に、前記文字の動きが検出されたブロック及びその周囲のブ
ロックの動きベクトルとして該文字の動きに基づく動きベクトルを用いた第１の補間フレ
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ーム生成処理と、前記文字の動きが検出されたブロック及びその周囲のブロックの動きベ
クトルとして前記第２の検出ステップで検出された動きベクトルを用いた第２の補間フレ
ーム生成処理とを切り替えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、テロップの領域での画質の劣化が抑制されたフレームレート変換処理
を行うことのできる画像処理装置及び画像処理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係る画像処理装置の機能構成の一例を示すブロック図。
【図２】テロップの領域に対応するブロックの一例を示す図。
【図３】生成される補間フレーム画像の一例を示す図。
【図４】生成される補間フレーム画像の一例を示す図。
【図５】生成される補間フレーム画像の一例を示す図。
【図６】生成される補間フレーム画像の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に説明する。本実施形態に
係る画像処理装置は、入力された映像（入力映像）のフレーム間に補間フレームを挿入し
てフレームレートを変換する（フレームレート変換処理）。
　＜実施例１＞
　本実施例では、入力された映像のフレーム間を補間する１枚の補間フレームを生成し、
フレームレートが６０ｆｐｓの映像（入力映像）を、フレームレートが１２０ｆｐｓの映
像（出力映像）に変換する。
【００１２】
　以下、本実施例に係る画像処理装置の構成について説明する。図１は本実施例に係る画
像処理装置の機能構成を示すブロック図である。
　図１において、フレーム遅延部１０１は、入力されたフレームを１フレーム期間分だけ
遅延させて、動きベクトル検出部１０２に出力する。
　動きベクトル検出部１０２は、入力された映像を複数のブロックに分割し、ブロック毎
の動きベクトルを検出する。具体的には、入力されたフレームの画像（フレーム画像）と
フレーム遅延部１０１より取得した該フレームの１フレーム前のフレームの画像とをマト
リクス状のブロックに分割する。そして、ブロック毎にそれらのフレーム間の動きベクト
ルを、ブロックマッチング法などの既存の技術を用いて検出する。検出された動きベクト
ルは、テロップ検出部１０４、動きベクトル補正部１０５、および、動きベクトル切り替
え部１０６に出力される。
　補間フレーム生成部１０３は、動きベクトル切り替え部１０６より取得した動きベクト
ルを用いて補間フレームを生成し（補間フレーム生成処理）、出力する。
【００１３】
　テロップ検出部１０４は、入力された映像からテロップの領域及び該テロップの動きを
検出する。具体的には、動きベクトル検出部１０２より取得した動きベクトルの情報を統
計的に解析することで、テロップの領域とその動きを検出する。そして、動きベクトル検
出部１０２において、動きベクトルとして該テロップの動きに基づく動きベクトルが検出
されたブロックを検出し、その検出結果を動きベクトル補正部１０５へ出力する。
　なお、本実施例では、動きベクトルの情報を統計的に解析することでテロップの領域と
その動きを検出しているが、テロップの領域とその動きの検出方法はこれに限らない。例
えば、入力されたフレーム画像の画素データ、フレーム間の差分データに関する特徴量、
または、それらの両方などを用いて検出してもよい。
【００１４】
　動きベクトル補正部１０５は、動きベクトル検出部１０２から取得した動きベクトルを



(6) JP 5371682 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

、テロップ検出部１０４から取得したテロップの検出結果に基づいて補正し、動きベクト
ル切り替え部１０６に出力する。例えば、動きベクトル補正部１０５は、テロップ検出部
１０４から動きベクトルとしてテロップの動きが検出されたブロックを示す情報を取得し
、該ブロック及びその周囲のブロックをテロップの領域に対応するブロックとみなす。そ
して、それらのブロックの動きベクトル（動きベクトル検出部１０２から取得した動きベ
クトル）を、テロップ検出部１０４で検出されたテロップの動きに基づく動きベクトルに
置き換える。テロップの領域に対応するブロック以外のブロックの動きベクトルはそのま
ま出力する。
【００１５】
　動きベクトル切り替え部１０６は、各ブロックの動きベクトルを補間フレーム生成部１
０３に出力する。具体的には、動きベクトル検出部１０２から取得した動きベクトルＶ１
、または、動きベクトル補正部１０５から取得した動きベクトルＶ２を出力する。なお、
動きベクトルＶ１と動きベクトルＶ２のどちらの動きベクトルを出力するかは切り替えタ
イミング制御部１０７によって制御される。
　切り替えタイミング制御部１０７は、動きベクトル切り替え部１０６を制御する。具体
的には、動きベクトルＶ１と動きベクトルＶ２が補間フレームの生成毎に交互に切り替え
られて出力されるように動きベクトル切り替え部１０６を制御する。
【００１６】
　以上の構成により、本実施例では、補間フレーム生成部１０３において、テロップ検出
部１０４でテロップの領域が検出された場合に、第１の補間フレーム生成処理と第２の補
間フレーム生成処理とが交互に行われる。第１の補間フレーム生成処理は、テロップの領
域に対応するブロックの動きベクトルとして該テロップの動きに基づく動きベクトルを用
いた補間フレーム生成処理である。第２の補間フレーム生成処理は、テロップの領域に対
応するブロックの動きベクトルとして動きベクトル検出部１０２で検出された動きベクト
ルを用いた補間フレーム生成処理である。それにより、テロップの領域での画質の劣化が
抑制されたフレームレート変換処理を行うことができる。
【００１７】
　以下、上記作用効果について詳しく説明する。
　図２は、テロップの領域に対応する９つのブロックを示す図であり、説明の便宜上、各
ブロックにＡ～Ｉのアルファベット（識別子）を付している。図３～５は生成される補間
フレームの画像（補間フレーム画像）の一例を示している。なお、図３～５は、三角形の
画像を含む背景上を、テロップ（文字「Ｒ」）が右から左へ移動するテロップ領域の画像
の例である。また、図３～５に示す９つのブロックは、それぞれ、図２のブロックＡ～Ｉ
に対応する。
【００１８】
　先ず、図３の例について説明する。
　図３は、常に動きベクトル検出部１０２で検出された動きベクトルを用いた補間フレー
ム生成処理を行った場合の例である。入力映像のフレーム（原フレーム画像１，２）間に
挿入される補間フレーム画像１のブロックＥ，Ｆに対しては、テロップの占める割合（画
素数）が多いため、動きベクトルとしてテロップの動きに基づく動きベクトル（テロップ
の動きベクトル）が検出される。一方、他のブロック（ブロックＡ～Ｄ，Ｇ～Ｉ）では、
背景の占める割合が多いため、背景の動きに基づく動きベクトル（背景の動きベクトル；
図３の例では静止）が検出される。同様に、補間フレーム画像２では、ブロックＤ，Ｅに
対してのみ動きベクトルとしてテロップの動きベクトルが検出される。
　このように、同一ブロック内に複数のオブジェクトが存在する場合には、動きベクトル
検出部１０２においてどのオブジェクトの動きベクトル検出されるかは、各オブジェクト
のブロック内に占める画素数や、画像の特徴量などの複雑な条件に依存して決まる。その
ため、画質上好ましい検出結果が常に得られるとは限らない。その結果、このような方法
では補間フレーム画像の画質が大きく劣化する場合がある。
　図３の例では、全ての補間フレーム画像のテロップの領域において、背景の動きベクト
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ルが検出されるブロックの方がテロップの動きベクトルが検出されるブロックよりも多い
ため、背景の乱れは小さいものの、テロップは崩れてしまう。
【００１９】
　次に、図４の例について説明する。
　図４は、テロップの領域及びその動きを検出し、テロップの領域に対応するブロックの
動きベクトルとして常に該テロップの動きベクトルを用いた補間フレーム生成処理を行っ
た場合の例である。具体的には、動きベクトルとしてテロップの動きベクトルが検出され
たブロックを検出し、該ブロック及びその周囲のブロックをテロップの領域に対応するブ
ロックとみなす。そして、それらのブロックの動きベクトルを、検出されたテロップの動
きベクトルに置き換える。その結果、補間フレームを生成する際に、テロップの領域に対
応するブロック（図４の例ではブロックＡ～Ｉ）の動きベクトルとしてテロップの動きベ
クトルが用いられることとなり、テロップの乱れが抑制された補間フレームを生成するこ
とができる。しかしながら、テロップと背景とでは動きが異なる場合が多いため、このよ
うな方法では背景が乱れてしまう可能性が高い（図４の例では、背景は静止しているため
乱れてしまう）。
　また、動きベクトル検出部１０２で検出された動きベクトルを用いた場合に、必ずしも
補間フレーム画像においてテロップの領域が大きく乱れるとは限らない。テロップの領域
に大きな乱れが生じないにもかかわらず、テロップの領域に対応するブロックの動きベク
トルとして該テロップの動きベクトルを用いた補間フレーム生成処理を行うと、テロップ
の乱れはあまり抑制されず、背景を大きく乱してしまうこととなる。
　このように、補間フレーム画像においてテロップの画質と背景の画質との間にはトレー
ドオフの関係がある。
【００２０】
　そこで、本実施例では、補間フレーム生成部１０３において、テロップ検出部１０４で
テロップの領域が検出された場合に、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム
生成処理とを交互に行う。
　本実施例において生成される補間フレーム画像の例を図５に示す。図５の例では、図３
，４と同様に、動きベクトル検出部１０２によって、補間フレーム画像１のブロックＥ，
Ｆ、及び、補間フレーム画像２のブロックＤ，Ｅの動きベクトルとしてテロップの動きベ
クトルが検出されるものとする。また、他のブロックの動きベクトルとして背景の動きベ
クトルが検出されるものとする。
【００２１】
　テロップ検出部１０４は、補間フレーム画像１のブロックＥ，Ｆ、及び、補間フレーム
画像２のブロックＤ，Ｅの動きベクトルがテロップの動きベクトルであることを検出する
。そして、動きベクトル補正部１０５は、補間フレーム画像１のブロックＥ，Ｆ、及び、
補間フレーム画像２のブロックＤ，Ｅの周囲のブロックの動きベクトルを、テロップの動
きベクトルに置き換える。そのため、補間フレーム画像１，２を生成する際に動きベクト
ル補正部１０５から出力されるブロックＡ～Ｉの動きベクトルは、テロップの動きベクト
ルとなる。
【００２２】
　本実施例では、補間フレーム画像１を生成する際に、動きベクトル補正部１０５から取
得した動きベクトルが用いられる（第１の補間フレーム生成処理）。具体的には、そのよ
うな動きベクトルが補間フレーム生成部１０３に出力されるように、切り替えタイミング
制御部１０７が動きベクトル切り替え部１０６を制御する。この場合、ブロックＡ～Ｉの
動きベクトルとしてテロップの動きベクトルが用いられるため、補間フレーム画像１とし
て、図４の例のように、テロップは乱れていないが、背景が乱れた補間フレーム画像が生
成されることとなる。
【００２３】
　一方、補間フレーム画像２を生成する際には、動きベクトル検出部１０２から取得した
動きベクトルが用いられる（第２の補間フレーム生成処理）。即ち、ブロックＤ，Ｅの動
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きベクトルとしてテロップの動きベクトルが用いられ、それ以外のブロックの動きベクト
ルとして背景の動きベクトルが用いられる。そのため、補間フレーム画像２として、図３
の例のように、背景の乱れは抑制されているが、テロップが乱れた補間フレーム画像が生
成されることとなる。
【００２４】
　このように、本実施例では、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処
理とが交互に行われ、入力映像のフレームレートがより高いフレームレートに変換される
。具体的には、テロップの乱れが抑制された補間フレーム（背景が乱れた補間フレーム）
と背景の乱れが抑制された補間フレーム（テロップが乱れた補間フレーム）とが入力映像
のフレーム間に交互に挿入される。それにより、図３のように常に動きベクトル検出部１
０２で検出された動きベクトルを用いた補間フレーム生成処理を行う場合に比べ、テロッ
プが乱れる頻度を少なくすることができる。さらに、図４のように、テロップの領域に対
応するブロックの動きベクトルとして常にテロップの動きベクトルを用いた補間フレーム
生成処理行う場合に比べ、背景が乱れる頻度を少なくすることができる。そのため、上述
したテロップの画質と背景の画質との間のトレードオフの問題を緩和することができる。
また、それらの補間フレーム画像は高いフレームレートで表示されるため、補間フレーム
画像のテロップや背景の乱れは平均化され、大きな画質劣化を防ぐことができる。
【００２５】
　＜実施例２＞
　本実施例では、フレームレートが６０ｆｐｓの入力映像を、該映像のフレーム間に２枚
の補間フレームを挿入し、フレームレートが１８０ｆｐｓの出力映像に変換する。
　なお、本実施例の機能構成は実施例１（図１）と同じであるため説明を省略し、以下で
は生成される補間フレーム画像の例について詳しく説明する。
【００２６】
　本実施例において生成される補間フレーム画像の例を図６に示す。図６の例では、動き
ベクトル検出部１０２により、補間フレーム画像１，２のブロックＥ，Ｆの動きベクトル
として、テロップの動きベクトルが検出されるものとする。また、他のブロックの動きベ
クトルとして、背景の動きベクトルが検出されるものとする。
　テロップ検出部１０４は、補間フレーム画像１，２のブロックＥ，Ｆの動きベクトルが
テロップの動きベクトルであることを検出する。そして、動きベクトル補正部１０５は、
補間フレーム画像１，２のブロックＥ，Ｆの周囲のブロックの動きベクトルを、テロップ
の動きベクトルに置き換える。そのため、補間フレーム画像１，２を生成する際に動きベ
クトル補正部１０５から出力されるブロックＡ～Ｉの動きベクトルは、テロップの動きベ
クトルとなる。
【００２７】
　本実施例では、補間フレーム画像１を生成する際に、動きベクトル補正部１０５から取
得した動きベクトルが用いられる（第１の補間フレーム生成処理）。この場合、ブロック
Ａ～Ｉの動きベクトルとしてテロップの動きベクトルが用いられるため、補間フレーム画
像１として、図４の例のように、テロップは乱れていないが、背景が乱れた補間フレーム
画像が生成されることとなる。
【００２８】
　一方、補間フレーム画像２を生成する際には、動きベクトル検出部１０２から取得した
動きベクトルが用いられる（第２の補間フレーム生成処理）。即ち、ブロックＥ，Ｆの動
きベクトルとしてテロップの動きベクトルが用いられ、それ以外のブロックの動きベクト
ルとして背景の動きベクトルが用いられる。そのため、補間フレーム画像２として、図３
の例のように、背景の乱れは抑制されているが、テロップが乱れた補間フレーム画像が生
成されることとなる。
【００２９】
　このように、本実施例では、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処
理とが交互に行われ、入力映像のフレームレートがより高いフレームレートに変換される
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。それにより、実施例１と同様に、上述したテロップの画質と背景の画質との間のトレー
ドオフの問題を緩和することができ、補間フレーム画像のテロップや背景の乱れを平均化
して、大きな画質劣化を防ぐことができる。
【００３０】
　＜実施例３＞
　本実施例では、実施例１と同様に、フレームレートが６０ｆｐｓの入力映像を、フレー
ムレートが１２０ｆｐｓの出力映像に変換する。さらに、テロップの動きに応じて、補間
フレームの生成方法を変更する。以下、図１を用いて本実施例に係る画像処理装置の構成
について説明する。なお、実施例１と同様の機能構成については説明を省略する。
【００３１】
　テロップ検出部１０４は、検出したテロップの領域とその動きの情報（例えば、テロッ
プの動きベクトル及び該ベクトルが検出されたブロックの情報）を、動きベクトル補正部
１０５と切り替えタイミング制御部１０７へ出力する。
　切り替えタイミング制御部１０７は、テロップの動きに応じて動きベクトル切り替え部
１０６を制御する。具体的には、テロップ検出部１０４で垂直方向に動くテロップの領域
が検出された場合には、動きベクトルＶ１と動きベクトルＶ２とが交互に出力されるよう
に動きベクトル切り替え部１０６を制御する。そして、それ以外の場合には、動きベクト
ルＶ１または動きベクトルＶ２を出力するように動きベクトル切り替え部１０６を制御す
る。それにより、テロップ検出部１０４で垂直方向に動くテロップの領域が検出された場
合に、補間フレーム生成部１０３において第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレ
ーム生成処理とが交互に行われることとなる。そして、それ以外の場合には、第１の補間
フレーム生成処理または第２の補間フレーム生成処理が行われることとなる。その結果、
従来の方法に比べ、垂直方向に動くテロップの領域について、テロップや背景の乱れを抑
制することができる。なお、垂直方向以外の方向に動くテロップの領域について第１の補
間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処理のどちらを行うかは、目的（テロップ
と背景のどちらの乱れを小さくするか）に応じて選択すればよい。
【００３２】
　以上述べたように、本実施形態に係る画像処理装置及び画像処理方法によれば、テロッ
プの領域が検出された場合に、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処
理とが交互に行われる。それにより、テロップの領域での画質の劣化が抑制されたフレー
ムレート変換処理を行うことができる。
【００３３】
　なお、上述した実施例１～３では入力映像のフレームレートを２，３倍のフレームレー
トに変換する場合について説明したが、変換後のフレームレートはこれに限らない。補間
フレームを挿入することによって入力映像のフレームレートが変換されればよく、例えば
入力映像のフレームレートを５倍や８倍のフレームレートに変換する構成であってもよい
。
【００３４】
　なお、本実施形態では、動きベクトルＶ１と動きベクトルＶ２が補間フレームの生成毎
に交互に切り替えられて出力される構成とした。即ち、第１の補間フレーム生成処理と第
２の補間フレーム生成処理とが、補間フレームの生成毎に交互に切り替えられる構成とし
た。但し、本発明の構成はこれに限らない。例えば、動きベクトルＶ１または動きベクト
ルＶ２が複数回続けて出力されてもよい。即ち、第１の補間フレーム生成処理または第２
の補間フレーム生成処理で複数枚の補間フレームが生成されてもよい。テロップの領域が
検出された場合に、第１の補間フレーム生成処理と第２の補間フレーム生成処理とが交互
に行われれば、上記効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１０２・・・動きベクトル検出部，１０３・・・補間フレーム生成部，１０４・・・テ
ロップ検出部
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